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あったかふれあいセンター やまびこ

　あったかふれあいセンターやまびこでは、生きがいづくりの外出支援として
毎年おでかけツアーを計画しています。
　今年も宇和島市の吉田町へ、みかん狩りに行ってきました。たくさん袋に
入れて持ち帰り、「また来年も行きたいね」とみなさん今から楽しみにしています。

町内のサロン ２月の予定　
【窪川地域】生きがいサロン 【十和地域】生きがいサロン【大正地域】ふれあいサロン

〔お問い合わせ先〕 
あったかふれあいセンター十和
　　　　　　　　　☎28-5166 

〔お問い合わせ先〕 
 あったかふれあいセンター
 やまびこ　☎29-4888    

〔お問い合わせ先〕
 あったかふれあいセンター
 くぼかわ　　　☎29-6112
  携帯    ☎080-4080-3688
 　　　　　　　  

７日（火）
８日（水）
10日（金）
17 日（金）
21 日（火）
24 日（金）

ふるさと未来館
立西町民会館
社会福祉センター
影野町民会館
小野川集会所
中神ノ川集会所

３日（金）
６日（月）
７日（火）
９日（木）
14日（火）
15 日（水）
23 日（木）
28 日（火）

井崎集会所
古城生活改善センター
旧昭和農協２階
十和の里
川口集会所
奥大道生活改善センター
十和の里
旧昭和農協２階

１日（水）
３日（金）
６日（月）
８日（水）
９日（木）
10日（金）
13 日（月）
15 日（水）
17 日（金）
20 日（月）
22 日（水）

江師改善センター
下道集会所
北ノ川多目的集会所
大正橋多目的集会所
下津井集会所
上宮集会所
健康管理センター
田野々憩の家（東山）
奥打井川集会所
集活センターこだま
瀬里集会所

こんな活
動

していま
す！！

【場　　所】 四万十町琴平町３番８号「リハデイサービス　フィット」２階
【開所日時】 月曜日～金曜日（祝日も開所）午前10時～午後５時

▲あったかごはん
月に１度、職員とボランティアで作った
ランチを食べる様子。

　高幡保護区保護司会の活動拠点、更生保護サポートセンター「高幡」が平成 28 年 11 月 30 日、榊山町の
四万十町農村環境改善センター１階で正式に開所しました。保護司の支援体制強化に向け、昨年 12 月に仮
開所した町役場内の会議室から移転したものです。
　更生保護サポートセンター「高幡」は、県内８か所目のサポートセンターで保護司会が運営し、現在 45
～ 75歳の27人が所属し、刑事事件で保護観察処分を受けた者に指導や助言を行っています。
事務所には、保護司10人が交代で常駐して対象者や犯罪被害者と面談を行っています。
対象者の社会貢献活動や就労支援に当たるほか、少年補導セン
ターや更生保護女性会など関係団体との情報交換や新人保護司の
研修の場としても活用されています。
　

保護司拠点、更生保護サポートセンター「高幡」が開所

平成 28年度臨時福祉給付金の申請はお済でしょうか？

〔お問い合わせ先〕　
 更生保護サポートセンター「高幡」
　　　　　　　　  ☎２２-１３１３
 HP「サポセン高幡」でも検索できます。 

〔お問い合わせ先〕
 厚生労働省専用ダイアル　　 ☎0570-037-192　
 健康福祉課　給付金専用ダイアル　☎22-2949

　平成 26 年４月の消費税率引き上げにともなう、
所得の低い方々への負担の影響に配慮し、暫定的・
臨時的な特別措置として平成28年度も臨時福祉給
付金を支給しています。
　給付の対象となる可能性のある方には平成 28 年
９月下旬から 10月中旬までに申請書を送付させてい
ただきました。また、申請書を送付させていただい
た方のうち、12 月頃までにまだ申請されていなかっ
た方には再度、申請書を送付いたします。
　申請期限は平成29年２月３日までとなっていま
すので、申請をお忘れのないようにお願いします。
やむを得ない場合を除いて、申請期限を過ぎると
支給することができません。

【臨時福祉給付金】
◆給付対象者
　平成28年１月１日において四万十町に住民登録
があり、平成28年度町県民税（均等割）が課税さ
れていない方（ただし、次の方は除く）
◎平成 28 年度市町村民税 ( 均等割 ) が課税されて
いる方の扶養親族・専従者など
◎生活保護制度内で対応される被保護者など
◆支給額
　支給対象者１人につき３千円　※支給は１回です。

　一億総活躍社会の実現に向け、賃金引上げの恩
恵が及びにくい所得の少ない年金受給者の方を支
援します。
◆支給対象者
　平成 28 年度臨時福祉給付金支給対象者のうち、
障害基礎年金や遺族基礎年金等を受給している方
（ただし、高齢者向け給付金を支給された方を除く）
◆支給額
　支給対象者１人につき３万円　※支給は１回です。
◆申請に必要なもの
　申請書、印鑑、本人確認書類（免許証・健康保
険証・介護保険証など）の写し、口座確認書類（通
帳かキャッシュカード）の写し（詳しくは申請書
に同封のチラシをご覧ください）
◆申請手続き
　四万十町役場健康福祉課、大正・十和地域振興
局町民生活課、興津出張所へお越しいただくか、
申請書と同封の緑色の返信用封筒に申請書、本人
確認・口座確認書類を入れて郵送してください。
◆申請受付期間　平成29年２月３日（金）まで

【障害・遺族年金受給者向け給付金】
（年金生活者等支援臨時福祉給付金）

四万十町で仕事をお探しの方ならどなたでも参加いただけます。＜参加費無料＞
受付は当日会場にて行います。写真付きの履歴書を 1枚ご持参ください。

地元の優秀な人材確保のチャンスです。
積極的な参加をお願いします。

  〔申込・お問い合わせ先〕
　商工観光課　☎22-3281
　ハローワーク須崎（須崎公共職業安定所）　
　                    　　 ☎0889-42-2566

対象者

日　時

場　所

一般求職者および平成29年3月新規学校卒業予定者（就職未内定者）

2月12日（日）
午前10時～午後３時（受付開始：午前９時30分～午後２時30分）

四万十町農村環境改善センター　多目的ホール

申込期限／２月１日（水）

参加企業募集！

【業務時間】平日　午前９時～午後４時

1819
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お知らせ


